
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
）　

　

一

〇
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認 

（
農
業
振
興
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

一

〇
建
設
業
の
営
業
の
停
止
（
二
件
） 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

二

 
公

告

〇
平
成
二
十
年
度
自
衛
官
の
募
集 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

三

 
監
査
委
員

〇
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

仙
台
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
フ
ァ
ミ
リ
ー
セ
ン
タ
ー

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

大
野　

浩
悦

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
立
町
九
番
七
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
基
づ
き
、
仙
台
市
及
び
そ
の
周
辺
の
青
少
年

の
心
身
の
健
全
な
成
長
を
は
か
り
、
奉
仕
の
精
神
を
養
い
、
福
祉
社
会
の
形
成
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
オ
リ
カ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

渡
邊　

美
智
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
一
丁
目
三
番
二
十
九
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
年
齢
や
障
害
の
程
度
を
問
わ
ず
、
支
援
を
要
す
る
人
に
対
し
て
、

食
事
の
提
供
や
生
活
支
援
・
リ
ハ
ビ
リ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
様
々
な
事
情
に

よ
り
支
援
を
要
す
る
人
を
支
え
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
十
月
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
五
号

　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

栗
っ
こ
農
業
協
同
組
合

　
　

栗
原
市
志
波
姫
堀
口
見
渡
二
番
地
一

二　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

　

栗
原
市
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。）
の
区
域

三　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

　
　

農
地
売
買
等
事
業
（
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。）

四　

変
更
の
承
認
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
六
号
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

仙
台
市
太
白
区
長
町
字
越
路
一
九
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
九
の
一
四
一
五
、
一
九
の
一
四
二

七
、
一
九
の
一
四
二
八

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
七
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
九
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

建
設
業
に
お
け
る
営
業
の
う
ち
公
共
事
業
に
係
る
も
の

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で
の
十
四
日
間

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

宮
城
県
東
部
下
水
道
事
務
所
が
発
注
し
た
石
巻
東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
中
央
管
理
棟
耐
震
工
事
に
お
い
て
、
無
許
可

業
者
の
個
人
事
業
主
と
法
に
定
め
る
金
額
を
超
え
る
範
囲
で
下
請
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項

第
六
号
に
該
当
し
、
ま
た
、
そ
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
施
工
体
制
台
帳
及
び
施
工
体
系
図
に
虚
偽
の
記
載
を
し

た
こ
と
は
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
八
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
九
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

建
設
業
に
係
る
営
業
の
全
部

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
の
三
日
間

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

宮
城
県
東
部
下
水
道
事
務
所
が
発
注
し
た
石
巻
東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
中
央
管
理
棟
耐
震
改
築
工
事
に
お
い
て
、
法

第
三
条
第
一
項
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
軽
微
な
建
設
工
事

に
該
当
し
な
い
下
請
工
事
を
請
け
負
っ
た
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

第2001号　平成20年10月17日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

和
田
工
業
株
式
会
社

和
田　

祐
二

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

石
巻
市
大
街
道
西
一
丁
目
二
番
三
十
号

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

特－

十
八

第
十
九
号

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

建
装
オ
オ
シ
マ

大
嶋　

義
治

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

多
賀
城
市
伝
上
山
一
丁
目
八
番
七
号

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

　
　
　



木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
塩
小
野
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域

 
公

告

〇
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

二
等
陸
士
と
し
て
採
用
す
る
陸
上
自
衛
官
、
二
等
海
士
と
し
て
採
用
す
る
海
上
自
衛
官
及
び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す

る
航
空
自
衛
官
の
募
集
期
間
、
試
験
期
日
、
試
験
種
目
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

募
集
種
目

　
　

二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
（
男
子
）

二　

募
集
期
間

　
　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
五
日
（
火
）
ま
で

三　

試
験
期
日

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
九
日
（
土
）
及
び
同
月
三
十
日
（
日
）（
い
ず
れ
か
一
日
）

四　

試
験
種
目

　
　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査

五　

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
南
目
館
一
番
一
号　

陸
上
自
衛
隊
仙
台
駐
屯
地

　
　

多
賀
城
市
丸
山
二
丁
目
一
番
一
号　

陸
上
自
衛
隊
多
賀
城
駐
屯
地

 
監
査
委
員
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変

更

の

区

間

東
松
島
市
矢
本
字
不
動
沢
二
七
九
番
三
地
先
か
ら

同
市
矢
本
字
舘
下
五
九
番
三
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
〇
〜

 

九
・
四

一
一
・
四
〜一
四
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
八
〇
・
〇

二
八
〇
・
〇

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
16号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
252条

の
32第

２
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
20年

10月
17日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
谷
　地
　森
　
　
涼
　
　
子
　
　
　

１
　
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
所

　
　
大
　
西
　
正
　
祐
　
　
大
阪
府
東
大
阪
市
御
厨
西
ノ
町
１
丁
目
１
番
28号

　
　
芝
　
原
　
希
代
子
　
　
大
阪
府
吹
田
市
千
里
山
西
２
丁
目
16番

10号

　
　
大
　
隅
　
憲
　
治
　
　
大
阪
府
大
阪
市
阿
倍
野
区
相
生
通
１
丁
目
５
番
33－

318号
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